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今週のキーワード 

完全失業率  

 失業者数を労働力人口（15歳以上の就業者・休業者・失業者の合計）で割った完全失業者（求

職中で、すぐ就業できる人、求職活動の結果待ちの人）の割合。有効求人倍率(有効求人数を有効

求職者数で割った率。ハローワーク経由者に限り、新学卒は含まない)と並んで労働市場の代表的

需給指標。１月の完全失業率は季節調整値で4.1％、前月比0.2ポイント低下した。なお１月の就

業者数は6,292万人と前年比29万人減少。12月に比べ減少幅は縮小。就業者数は12か月連続の減少。

人 事 

1,400社の求人情報を初の冊子化 
経産省の雇用創出の取り組み 
 

 08年12月の有効求人倍率11ヵ月連続低下、完

全失業率３ヵ月連続上昇等、雇用情勢は悪化の

一途にある。それでも「地域、業種によっては

雇用の創出に取り組む中小・中堅企業は健在」

として、経済産業省は持てる情報網を駆使し、

このほど「雇用創出企業1,400社」（副題・人を

育て、人材を資本に活躍する優良企業）と題し

た冊子を作った。これをハローワークやジョブ

カフェに置く他、工業高校・高専にも配布、同

省のホームページでも公開している。 

 役所が約1,400社の会社概要を求人誌のよう

に一冊にまとめたのは旧労働省でも例がなく、

労務担当者は驚くと共に、今置かれている厳し

い雇用状況への前向きな対策の一つとして好意

的に捉えている。 

 中小企業の雇用問題は、求職者が「３Ｋ」な

どの理由で敬遠しがちなことである。このよう

なイメージを払拭することが冊子を作った動機

で、求職と求人とを一刻も早くマッチングさせ

るために、人材育成に優れている企業を掘り起

こした。 

 冊子は各都道府県別に企業を紹介し、①業種、

人材募集の特色②人材育成の特色・方針、③従

業員（名前・顔写真付き）から見た視点・魅力、

④ものづくりの特色、⑤地域貢献度などが選定

基準で、09年２月現在、悪質な法令違反や大規

模な派遣切り行為がないことを条件に紹介して

いる。冊子に求人数や勤務条件を記載していな

いのは、本人の「就活」を待つためである。 

09年度税制改正法が再可決・成立 
附則に消費税増税の可能性を明記 
 

 2009年度税制改正法案は３月27日、衆院本会議

において与党の３分の２以上賛成多数で再可

決・成立した。同改正法は４月１日に施行される。

 2009年度税制改正は、過去最大規模の住宅ロー

ン減税や中小企業の法人税の軽減税率の引き下

げなど、悪化する景気刺激を最優先して、国・地

方を合わせて１兆円規模の個人・法人減税とな

る。また、改正法の附則には、経済情勢を好転さ

せることを前提に、2011年度までに消費税増税を

可能とする文言が明記された。 

 附則において、政府は、基礎年金の国庫負担割

合の２分の１の引き上げのための財源措置など

社会保障制度の確立に要する費用の見通しを踏

まえつつ、景気回復に向けた集中的な取り組みに

よる経済状況を好転させることを前提として、遅

滞なく、かつ段階的に消費税を含む税制の抜本的

改革を行うため、2011年度までに必要な法制上の

措置を講ずるものとした。 

 さらに、消費課税については、消費税の全額が

制度として確立された年金、医療、介護の社会保

障給付や少子化対策に要する費用に充てられる

ことが予算及び決算において明確化されること

を前提に、消費税の税率を検討することとして、

消費税増税の可能性を明記した。 

 また、法人課税については、国際的整合性の確

保や国際競争力の強化の観点から、社会保険料を

含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベー

スの拡大と共に、法人の実効税率の引下げを検討

することも盛り込まれている。 

税務会計


